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第１  趣旨  

この告示は，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の５第１項及び第１６７条の１１第２項の規定により，調布市が発注する

工事の請負契約，設計，測量及び地質調査の委託契約並びに総トン数２０

トン以上の船舶（以下「船舶」という。）の製造及び修繕の請負契約（以

下「建設工事等の請負契約」という。）の一般競争入札及び指名競争入札

（以下「競争入札」という。）に参加する者（中小企業等協同組合法（昭

和２４年法律第１８１号）による事業協同組合（以下「組合」という。）

を除く。）に必要な資格並びに資格審査のインターネットを利用した申請

方法を定めるものとする。  

第２  用語の定義  

この告示において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定める

ところによる。  

 (1) 業種  調布市が発注する建設工事等の種類として，別表第１に定める

ものをいう。  

建設工事等競争入札参加者の資格に関する告示（単体）  



 (2) 許可  建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定に

よる建設業の許可をいう。  

 (3) 経審  建設業法第２７条の２３第１項の規定に基づき国土交通大臣又

は都道府県知事が行う経営事項審査をいう。  

 (4) 競争入札参加資格  調布市が発注する建設工事等の請負契約について

の競争入札に参加するための資格をいう。この競争入札参加資格は，申

請者の施行能力に基づき，別表第１に掲げる業種ごとに等級を定め，併

せて同一等級内において順位を定める。また，等級を定めない業種にあ

っては，順位のみを定める。この場合において，競争入札参加資格を得  

た者は，調布市における建設工事等競争入札参加資格の有資格者として，  

競争入札参加資格者名簿に登録する。  

 (5) 登録申請  競争入札参加資格を取得し，競争入札参加資格者名簿に登

録されることを目的として申請を行うことをいう。  

 (6) 共同運営電子調達サービス  東京都内の区市町村等で構成される東京

電子自治体共同運営協議会会員が，共同で利用する東京電子自治体共同

運営電子調達サービスをいう。  

 (7) 格付  共同運営電子調達サービスが算出する競争入札参加資格の等級

及び順位若しくは順位のみ又はそれらを算出するための審査をいう。  

 (8)  決算日  次に掲げる区分に応じ，それぞれに定める日をいう。  

ア   法人  法人税法（昭和４０年法律第３４号）第１３条に規定する事

業年度（以下「事業年度」という。）の終了の日  

イ   個人  １２月末日  

 (9) 決算月   前号に掲げる決算日の属する月をいう。  

 (10) 決算年度   次に掲げる区分に応じ，それぞれに定めるものをいう。  

ア   法人  事業年度  

イ   個人  第８号イに掲げる決算日以前の１年間  

(11) 審査基準日   登録申請を行うに当たり，基準として定める次に掲げる

区分に応じ，それぞれに定める日をいう。登録申請は，申請日における

内容によるものと定めた項目を除き，この審査基準日時点における内容

で行わなければならない。  



ア   経審を必要とする業種の登録申請する者  申請時において有効な経

審の審査基準日（複数ある場合は審査基準日が直近のもの）  

イ   経審を必要としない業種のみの登録申請する者   申請時直近の決算

手続が終了している決算日  

 (12) 審査対象事業年度   審査基準日を含む決算年度をいう。  

 (13) ＣＯＲＩＮＳ   財団法人日本建設情報総合センターが構築した官公庁

工事実績情報データベースをいう。  

 (14) 資格有効期限  登録申請を行った月の直前の決算月の翌月から１年８  

月の末日までとする。なお，資格有効期限後，さらに継続して競争入札

参加資格の登録を希望する者は，前回登録申請直後の決算月の翌月（登

録申請を行った月が決算月の場合にあっては，登録申請を行った翌月）

から資格有効期限までに登録申請を行い承認されなければならない。  

(15) 適用年月日  建設工事等競争入札参加資格の有資格者として，競争入

札参加資格者名簿に登録された日とする。  

(16) 行政書士  行政書士法（昭和２６年法律第４号）第６条第１項の規

定による行政書士名簿の登録を受けた者をいう。  

 (17) 代理申請  行政書士が，申請者に代わって，登録申請等を行うことを

いう。  

第３   競争入札参加資格の申請  

登録申請をしようとする者は，次の各号に掲げるところにより申請を行

わなければならない。ただし，第５第１項の規定に該当する者（被補助人，

被保佐人又は未成年者であって，契約締結のために必要な同意を得ている

者を除く。以下同じ。）は，申請を行うことができない。  

 (1) 申請者の区分  登録申請を行うことができる者の区分は，次に掲げる

ところによる。  

ア   単体企業等（個人又は法人のほか，イに含まれない者のうち法人格

を有するもの）  

イ   組合（組合の登録申請その他に関することについては，別に定める。）  

 (2) 申請の条件等   競争入札参加資格については，次に掲げる条件を備え

ていなければならない。  



ア   納税に関する条件   法人については審査対象事業年度の法人税，法

人事業税（地方法人特別税を含む。以下同じ。），消費税及び地方消

費税を，個人については審査対象事業年度の所得税，消費税及び地方

消費税を完納していなければならない。  

イ   業種ごとの条件  登録申請時に，調布市と契約する営業所において

各業種ごとに別表第１に掲げる登録申請に必要な条件等を満たしてい

なければならない。経審必要業種に申請する場合，雇用保険法（昭和

４９年法律第１１６号）に規定する適用事業，健康保険法（大正１１

年法律第７０号）及び厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）

に規定する適用事業所は，社会保険等（健康保険，厚生年金保険及び

雇用保険をいう。以下同じ。）に加入していることが前提となる。ま

た，申請に当たり必要とする経審の種類の総合評定値Ｐ点を有してい

なければならない。  

ウ   同時に登録申請することができない業種  次の表の左欄及び右欄に

掲げる業種の組合せについては，同時に競争入札参加資格を得ること

ができない。  

 
左欄（業種番号，業種名）  右欄（業種番号，業種名）  

組合せ  

その１  

０７建築工事  

２９コンクリートプレハブ  

３０鉄骨プレハブ  

 

 

 

０８電気工事  

０９給排水衛生工事  

１０空調工事  

３１００解体工事  

３１０１ひき家  

３７一般塗装  

３８橋りょう塗装  

組合せ  

その２  

０１道路舗装工事  

０２橋りょう工事  

０３河川工事  

０４水道施設工事  

０５下水道施設工事  

０６一般土木工事  

０７建築工事  

０８電気工事  

０９給排水衛生工事  

１０空調工事  

１１建築設計  

１２土木設計  

１３設備設計  

１４測量  

１５地質調査  

 

 

 

 

 

第４   申請方法  

 (1) 申請方法  登録申請しようとする者は，インターネットを利用して下

記の共同運営電子調達サービスのサイトにアクセスし，画面上の申請書



フォームに必要事項を入力し，送信しなければならない。  

ホームページアドレス  

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｅ－ｔｏｋｙｏ．ｌｇ．ｊｐ／ｃｈｏｕ

ｔａｔｕ＿ｐｐｉｊ／ｃｍｎ／ｔｍｇ／ｃｍｎ／ｊｓｐ／ｉｎｄｅｘ

Ｑ．ｊｓｐ  

 (2) 電子証明書の購入及び登録  登録申請に当たっては，事前に電子入札

コアシステム対応認証局で発行するＩＣカード電子証明書を購入し，共

同運営電子調達サービスへ登録しなければならない。  

 (3) 申請に使用できる漢字  申請に使用できる漢字は，ＪＩＳ第１水準及

び第２水準とする。申請内容（人名，法人名等を含む。）においてこれ

以外の漢字を使用している場合は，申請可能な他の漢字又はひらがなに

置き換えて申請を行うこと。  

 (4) 必要書類の郵送  申請に当たり，次に掲げる必要書類（いずれも正本

とする。）を提出すること。この場合において，必要書類は，必要事項

を入力した申請書フォームを送信した後直ちに申請時に指定される宛先

に郵送しなければならない。  

なお，必要書類が日本語以外の言語により表記されている場合は，日

本語訳を添付すること。  

ア  登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（発行日が申請日から３月以内

であるもの）  

イ  財務諸表（審査対象事業年度及び前審査対象事業年度の決算による

もの）  

ウ  身分証明書（発行日が申請日から３月以内であるもの）  

エ  登記事項証明書（発行日が申請日から３月以内であるもの）  

オ  法人事業税の納税証明書  

カ  納税証明書その１  

 (5) 受付番号   登録申請を行い，承認された者に対して，１０桁の数字に

より構成される受付番号を付する。  

 (6) 受付票の印刷  登録申請を行い，承認された者は，第１号に掲げる共

同運営電子調達サービスのサイトにアクセスし，建設工事等競争入札参



加資格審査受付票（以下「受付票」という。）を自ら印刷し，適用年月

日以後使用することができる。ただし，受付票に実印，使用印又は代理

人印が押印されていないもの及び裏面に印鑑証明書が貼付されていない

ものは無効とする。  

第５   競争入札の参加者の資格  

  調布市は，地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者

を競争入札に参加させることができない。  

２  調布市は，競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当

すると認められるときは，その者について３年以内の期間を定めて競争入

札に参加させないことができる。その者を代理人，支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者についても同様とする。  

(1) 契約の履行に当たり，故意に工事，製造その他の役務を粗雑に行い，

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。  

(2)  競争入札又はせり売りにおいて，その公正な執行を妨げたとき，又は

公正な価格の成立を害し，若しくは不正の利益を得るために連合したと

き。  

(3)  落札者が契約を締結すること，又は契約者が契約を履行することを妨

げたとき。  

(4)  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。  

(5)  正当な理由なく契約を履行しなかったとき。  

(6) 契約により，契約の後に代価の額を確定する場合において，当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。  

(7)  前各号のいずれかに該当することにより競争入札に参加できないこと

とされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人，支配人そ

の他の使用人として使用したとき。  

３  次の各号のいずれかに該当する者は，競争入札に参加することができな

い。  

(1)  参加者若しくは参加者の役員等が暴力団関係者であるとき，又は暴力

団関係者が参加者の経営に実質的に関与しているとき。  



(2)  参加者又は参加者の役員等が，自社，自己若しくは第三者の不正の利

益を図り，又は第三者に損害を加える目的をもって，暴力団の威力又は

暴力団関係者を利用するなどしているとき。  

(3)  参加者又は参加者の役員等が，暴力団又は暴力団関係者に対して資金

等を供給し，又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持，運営に協

力し，若しくは関与しているとき。  

(4)  参加者又は参加者の役員等が，暴力団又は暴力団関係者と社会的に非

難されるべき関係を有しているとき。  

(5)  参加者又は参加者の役員等が，暴力団又は暴力団関係者であることを

知りながら，これを不当に利用するなどしているとき。  

４  建設工事等競争入札参加資格の有資格者となった後に，競争入札参加資

格の登録申請を行うことができる条件を欠くこととなった者は，競争入札

に参加することができない。  

第６   競争入札参加資格の審査基準  

 (1) 競争入札参加資格の等級格付，順位等の決定  

競争入札参加資格は，個々の申請者が申請した各業種ごとに審査を行

い，各業種別に等級及び順位又は順位のみを定める。  

 (2) 等級区分と審査方法  

ア   等級区分  

各業種における等級区分と順位は，次の表に定めるところによる。  

業種番号，業種名  等級区分  

０１道路舗装工事  

０２橋りょう工事  

０３河川工事  

０４水道施設工事  

０５下水道施設工事  

０６一般土木工事  

０７建築工事  

ＡＢＣＤＥの５等級  

同一等級内において順位を定める。  

０８電気工事  

０９給排水衛生工事  

１０空調工事  

ＡＢＣＤの４等級  

同一等級内において順位を定める。  

上記以外の業種  等級を定めず，順位のみを定める。  

イ   等級と順位を決定する業種の審査方法  



競争入札参加資格の審査は，各業種別に第３号に掲げる客観的審査

事項及び主観的審査事項を用いて行う。  

第３号アに掲げる方法により算出した客観等級及び第３号イに掲げ

る方法により算出した主観等級により，当該業種の競争入札参加資格

の等級を決定する。客観等級と主観等級が一致した業種の等級はその

一致した等級とし，相違した場合はいずれか低い方を当該業種の等級

とする。  

同一等級内の順位については，第３号アで算出した客観点数の高い

ものを上位とし順位付けを行う。  

なお，順位付けについては，共同運営電子調達サービスに登録申請

を行い承認された者すべてを対象として行う。  

ウ   順位のみを決定する業種の審査方法  

イと同じ方法により等級の決定及び順位付けを行った申請者を等級，  

順位順に並べた後，等級と順位が最上位の者を１位として，等級を定

めず降順に順位付けのみを行う。  

エ   同一客観点数の申請者の順位の決定  

同一等級内において客観点数が同じ点数となった申請者については，

次に掲げる優先順位により順位付けを行う。  

(ｱ) 当該業種の完成工事（完成）高の高位順  

(ｲ) 自己資本額の高位順  

(ｳ) これによっても同位となる場合は，競争入札参加資格の受付番号

の低位順とする。  

オ   等級順位等を得られない場合   

主観的審査事項における最高完成工事（業務）経歴がない業種の競

争入札参加資格については，無格付とし，等級順位等を与えない。  

 (3) 客観的審査事項及び主観的審査事項  

ア   客観的審査事項  

次に掲げるところにより業種別に算出した客観点数を別表第２に当

てはめ，客観等級を決定する。  

(ｱ) 登録申請に経審を必要とする業種  



別表第１において，各業種の登録申請に当たり必要としている経  

審の総合評定値Ｐ点（申請に有効な審査基準日の審査結果が複数あ

るときは直近のものとし，該当する業種が複数あるときは最も高い

点数のもの）を客観点数とする。  

経審必要業種に申請する場合，雇用保険法に規定する適用事業，

健康保険法及び厚生年金保険法に規定する適用事業所は，社会保険

等に加入していることが前提となる。  

 

※  Ｐ点＝０．２５×Ｘ１＋０．１５×Ｘ２＋０．２×Ｙ＋  

０．２５×Ｚ＋０．１５×Ｗ  

その他社会性等による点数 (Ｗ ) 

下記のＷ１からＷ９の合計した数値を別表第１１ (10)に当

てはめて得た評点をＷとする。  

ア  Ｗ１は，別表第１１  (1)１．経審を必要とする業種によ

り算出した数値とする。  

イ  Ｗ２は，別表第１１  (2)により算出した数値とする。  

ウ  Ｗ３は，別表第１１  (3)により算出した数値とする。  

エ  Ｗ４は，別表第１１  (4)により算出した数値とする。  

オ  Ｗ５は，別表第１１  (5)により算出した数値とする。  

カ  Ｗ６は，別表第１１  (6)により算出した数値とする。  

キ  Ｗ７は，別表第１１  (7)により算出した数値とする。  

ク  Ｗ８は，別表第１１  (8)により算出した数値とする。  

ケ  Ｗ９は，別表第１１  (9)により算出した数値とする。  

 

(ｲ) 登録申請に経審を必要としない業種  

第４号に掲げる経審不要業種の客観点数算出方法による点数とす

る。  

イ   主観的審査事項  

次に掲げるところにより業種別に算出した主観点数を別表第２に当

てはめ，主観等級を決定する。  



(ｱ) 最高完成工事（業務）経歴  

申請者は，次に掲げる条件のいずれも満たす過去の最高完成工事  

（業務）経歴を，発注者別（発注者の区分は別表第３のとおり。）

に申請するものとする。  

ａ   施行内容が登録申請を行う業種に該当するものであること。  

ｂ   申請者が審査基準日の属する月の末日以前７年間（業種番号  

０２橋りょう工事，０３河川工事，１９しゅんせつ埋立て及び  

２５地下鉄工事については９年間）の間に完成させたものである

こと。  

ｃ   申請者が指定地域（東京都，神奈川県，千葉県，埼玉県，茨城

県，栃木県及び群馬県の区域とする。ただし，山梨県又は静岡県  

に本店を有する者は，当該本店が所在する県の区域を加える。）  

内において施行し，完成させたものであること。ただし，次の表  

に定める業種については指定地域の条件を除外する。  

指定地域内施行の条件を除外する業種（業種番号，業種名）  

１１建築設計  

１２土木設計  

１３設備設計  

１４測量  

１７船舶  

１９しゅんせつ埋立て  

２１潜かん  

２３シールド工事  

２４推進工事  

２５地下鉄工事  

４３水門門扉  

４５水処理装置  

４６焼却設備  

５２計装装置  

５３沈砂池・沈殿池機械設備工事  

５５送風機機械設備工事  

５６ばっ気槽散気設備工事  

５７汚泥脱水設備工事  

５８消化槽機械設備工事  

５９ガス貯留設備工事  

６１水道管更生工事  

６２石綿処理  

９７パイプライニング  

９９（１５）ろ過層処理  

ｄ   都区市町村又は他官公庁（別表第３のとおり）と契約した請負

金額が２，５００万円以上となる工事を申請する場合は，各業種

別に定めたＣＯＲＩＮＳの工種（別表第４のとおり）に登録され

たものでなければならない。  

なお，登録は受注時登録又はしゅん工時登録のいずれかにおい

て登録があればよいものとする。  

ｅ   建設共同企業体において施工した工事経歴により申請を行う場

合は，請負金に当該共同企業体の出資割合による比率を乗じた金



額とすること。  

ｆ   １件の最高完成工事（業務）経歴については , 複数の業種の最  

高完成工事（業務）経歴として申請することはできない。ただし，  

次の表の左欄の業種に申請したものを右欄の業種の最高完成工事

（業務）経歴として申請する場合及びｇに該当する場合を除く。  

左欄（業種番号，業種名）  右欄（業種番号，業種名）  

２３シールド工事  

２４推進工事  

０４水道施設工事  

０５下水道施設工事  

２５地下鉄工事  

ｇ   複数の業種で構成された施行案件を最高完成工事（業務）経歴  

として申請を行う場合は，当該施行案件の全体の請負金額の中で，  

申請する業種を施行した部分のみの金額により申請を行うこと。  

この場合において，当該業種の施行部分についての請負金額を

明らかにする積算内訳書等を提示できるようにしておかなければ

ならない。ただし，当該業種の施行金額が全体の５０％（業種番

号０７建築工事においては７０％）を超えている場合は，当該施

行案件を一つの業種の最高完成工事（業務）経歴として申請する

ことを条件に，請負金額全額を最高完成工事（業務）経歴の金額

として申請を行うことができる。  

ｈ   単価契約等により，一定期間に同様の工事等を複数回にわたり

施行した工事（業務）経歴により申請を行うときは，１回当たり

の施行における最高金額により申請をしなければならない（期間

満了後の総支払金額を請負金額として申請してはならない。）。  

(ｲ) 主観点数  

(ｱ) により発注者区分別に申請した当該業種の最高完成工事（業  

務）経歴のうち，最も高い金額（発注者区分が民間であるものにつ

いては，請負金額に２分の１を乗じて得た金額）を当該業種の主観

点数とする。  

 (ｳ) 主観点数加算率  

次の表に定める条件に該当する場合については，各条件別に記載

した加算率により主観点数の加算を行う。  



なお，複数の条件に該当した場合の主観点数への加算は，加算率

を合計して行う。  

主観点数加算条件  加算率  

条件１  

申請者が中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４

号）で規定する中小企業であり，かつ，本店が東京

都内にある場合（業種番号０１道路舗装工事から業

種番号１０空調工事までの業種のみ適用）  

２０％  

条件２  

ＩＳＯ（国際標準化機構）９０００シリーズの  

９００１の認証を取得している者で，認証取得後更

新をしていない者（条件３に該当しない者）  

３％  

条件３  

ＩＳＯ（国際標準化機構）９０００シリーズの  

９００１の認証を取得した後，３年以上登録を継続

し，１回以上の更新を行い，現在も登録をしている

者  

５％  

条件４  

ＩＳＯ（国際標準化機構）１４０００シリーズの  

１４ ００１，一 般財団法 人持続性推 進機構認 証のエ

コア クション２ １，一般 社団法人エ コステー ジ協会

認証 のエコステ ージ（ス テージ ２以 上の認証 ），特

定非 営利活動法 人ＫＥＳ 環境機構認 証のＫＥ Ｓ・環

境マ ネジメント システム ・スタンダ ード（ス テップ

２以 上の認証） の認証 を 取得してい る者で， 認証取

得後更新をしていない者（条件５に該当しない者）  

３％  

条件５  

ＩＳＯ（国際標準化機構）１４０００シリーズの  

１４ ００１，一 般財団法 人持続性推 進機構認 証のエ

コア クション２ １，一般 社団法人エ コステー ジ協会

認証 のエコステ ージ（ス テージ ２以 上の認証 ），特

定非 営利活動法 人ＫＥＳ 環境機構認 証のＫＥ Ｓ・環

境マ ネジメント システム ・スタンダ ード（ス テップ

２以 上の認証） の認証を 取得した後 ，３年以 上登録

を継 続し，１回 以上の更 新を行い ， 現在も登 録をし

ている者  

５％  

備 考１  条 件１ の中小 企業 の条 件は ，中小 企業 基本 法第 ２条第 １項 第１ 号

に掲げるところを基準とする。  

ＩＳＯ（国 際標準化機 構）１４ ０００シリーズの１ ４００１， 一般 財

団法人持続性推進機構認証のエコアクション２１，一般社団法人エコス

テージ協会認証のエコステージ（ステージ２以上の認証），特定非営利

活動法人ＫＥＳ環境機構認証のＫＥＳ・環境マネジメントシステム・ス

タンダード（ステップ２以上の認証）の重複取得による加算率の合計は

行わない。  

条件２から 条件５までの ＩＳＯ 認証取得については ，公益財団法人 日

本適合性認定協会（以下「ＪＡＢ」という。）又はＪＡＢと相互認証し

ている認定機関が認定した審査登録機関の認証を，調布市と契約する営

業所等において取得している場合とする。  

備考２  エコアクション２１，エコステージ，ＫＥＳ・環境マネジメント

システム・スタンダードの各規格については，次の表に掲げるとおりと

する。  



エコアクション  

２１  

一般財団法人持続性推進機構の認証を取得してい

ること。  

エコステージ  

一般社団法人エコステージ協会第三者評価委員会

によるエコステージステージ２以上の認証を取得

していること。  

Ｋ Ｅ Ｓ ・ 環 境 マ ネ

ジ メ ン ト シ ス テ ム

・スタンダード  

特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構又は特定非営

利活動法人ＫＥＳ環境機構と相互認証している審

査登録機関によるステップ２以上の認証を取得し

ていること。  

(4) 経審不要業種の客観点数の算出方法  

登録申請を行い承認された業種のうち，経審を必要としない業種に関

する客観点数は，次に掲げるところにより算出した点数を次の式に当て

はめて得た点数とする。  

客観点数＝０．２５×Ｘ１＋０．１５×Ｘ２＋０．２×Ｙ＋０．２５

×Ｚ＋０．１５×Ｗ  

ア   完成工事（完成）高による点数（Ｘ１）  

当該業種の完成工事（完成）高の金額（審査対象事業年度を含む２

年平均又は３年平均を選択）を，別表第５に当てはめて得た評点をＸ

１とする。  

イ   自己資本額及び平均利益額による点数（Ｘ２）  

(ｱ) に掲げるＸ２１と (ｲ) に掲げるＸ２２の点数を加算した点数を

別表第８に当てはめて得た評点をＸ２とする。  

(ｱ) 自己資本額点数（Ｘ２１）  

審査対象事業年度の自己資本の額（純資産合計の額）又は審査対  

象事業年度と前審査対象事業年度の平均自己資本額（２年平均）を

別表第６にあてはめて得た評点をＸ２１とする。  

(ｲ) 平均利益額点数（Ｘ２２）  

審査対象事業年度と前審査対象事業年度の利払前税引前償却前利  

益（営業利益＋減価償却実施額）の２年平均の額を別表第７にあて

はめて得た評点をＸ２２とする。  

ウ   納税額による点数（Ｙ）  

  審査対象事業年度の法人税又は所得税の納税済額を別表第９に当て



はめて得た評点をＹとする。  

エ   技術職員数及び元請完成工事（完成）高による点数（Ｚ）  

(ｱ) に掲げるＺ１の点数に５分の４を乗じたものと (ｲ) に掲げるＺ

２の点数に５分の１を乗じたものの合計した数値をＺ１とする。  

(ｱ) 技術職員数点数（Ｚ１）  

登録申請を行い承認された業種に従事する技術職員（直接的かつ  

恒常的に雇用している者）の人数を下記数式に入れて算出した技術

職員数値を，別表第１０ (1) に当てはめて得た評点をＺ１とする。

ただし，申請業種「船舶」及び「ろ過層処理」については，当該業

種に従事する技術職員（直接的かつ恒常的に雇用している者）の人

数に５を乗じた数値を技術職員数値とする。  

     技術職員数値＝１級監理受講者数×６＋１級技術者数×５＋基

幹技能者数×３＋２級技術者数×２＋その他技術者数×１  

注１  １級監理受講者とは，１級技術者であって，かつ，監理

技術者資格者証の交付を受けている者（ただし，直前５年以

内に講習を受講した者に限る。）  

注２  基幹技能者は，登録基幹技能者講習を修了した者  

(ｲ) 年間平均元請完成工事（完成）高点数（Ｚ２）  

   当該業種の審査対象事業年度を含む２年又は３年の年間平均元請

完成工事（完成）高の金額を，別表第１０ (2) にあてはめて得た評

点をＺ２とする。ただし，審査対象事業年度を含む２年平均又は３

年平均の選択については，Ｘ１（完成工事高）の方法と同一でなけ

ればならない。  

オ   その他の社会性等による点数（Ｗ）  

下記のＷ１からＷ４の合計した数値を別表第１１ (10) に当てはめ

て得た評点をＷとする。  

(ｱ) Ｗ１は，別表第１１  (1)２．経審を必要としない業種により算出

した数値とする。  

(ｲ)  Ｗ２は，別表第１１  (2) により算出した数値とする。  

(ｳ) Ｗ３は，別表第１１  (3) により算出した数値とする。  



(ｴ) Ｗ４は，別表第１１  (4) により算出した数値とする。  

 (5) 変更申請に伴う主観点数の再審査  

ＩＳＯ９０００シリーズの９００１又は１４０００シリーズの  

１４００１，エコアクション２１，エコステージ，ＫＥＳ・環境マネジ

メントシステム・スタンダード（以下「ＩＳＯ関連」という。）に関す

る変更申請があった場合は， (3)イ (ｳ)主観点数加算率による主観点数の

再審査を行う。ただし，業種番号０１道路舗装工事から業種番号１０空

調工事までの業種については，資本金又は本店所在地に関する変更申請

があった場合も，主観点数の再審査を行う。  

第７   申請内容を証明する書類  

登録申請者は，申請後に調布市から申請内容が事実であることを証明す

る書面の提示を求められたときは，これを提示し，又は提出しなければな

らない。  

第８   競争入札参加資格の審査結果の確認，変更等  

(1)  審査結果の確認  

競争入札参加資格の審査結果は，審査が終了次第，登録申請者が共同

運営電子調達サービスにて確認を行う。  

(2)  資格の取消し  

次に掲げる場合は，直ちに競争入札参加資格の取消申請をすること。  

 なお，次に掲げる場合にかかわらず，建設工事等競争入札参加資格の

有資格者の事情により，その資格の全部又は登録業種の一部を取り消す

ことができる。  

ア   資格有効期限内に，地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定

に該当することとなったとき。  

イ   この公示による競争入札参加資格を有する者が，資格有効期限内に

各業種に登録申請を行うために必要な条件を満たさない状態となった

とき。  

 (3) 変更申請  

申請内容のうち，次に掲げる事項に変更があったときは，共同運営電

子調達サービスのサイトにアクセスし，所定の手続により速やかに当該



内容の変更を申請しなければならない。ただし，次に掲げる事項以外の

変更（合併又は分割，事業譲渡により企業再編を行った場合を除く。）

については，既に登録している資格を取り消し，新たに登録申請を行わ

なければならない。  

ア  建設業許可番号  

イ  商号又は名称  

ウ  代表者  

エ  本店所在地  

オ  登記上の本店所在地  

カ  使用印の登録有無  

キ  代理人  

ク  資本金  

ケ  担当者  

コ  ＩＳＯ関連  

サ  実印，代理人印又は使用印  

 (4) 登録業種の追加  

 次期の登録申請を行うまでの期間中については，登録業種の追加の申

請をすることはできない。  

(5)  虚偽申請をした者の取扱い  

申請に虚偽の入力又は添付書類に虚偽の記載をしたことが判明した者

については，競争入札参加資格を与えない。  

また，建設工事等競争入札参加資格の有資格者となった後，虚偽の申

請をしたことが判明した者については，調布市が定める期間，競争入札

への参加はできない。  

第９  代理申請  

 (1) 行政書士による行政書士登録  

  ア  行政書士の登録方法  

    代理申請をしようとする行政書士は，事前にセコムトラストシステ

ムズ株式会社が発行する「行政書士用電子証明書」を購入のうえ，イ

ンターネットを利用して共同運営電子調達サービスのサイトにアクセ



スし，当該電子証明書その他の必要事項を共同運営電子調達サービス

に登録しなければならない。  

  イ  登録に使用できる文字  

    行政書士の登録に使用できる文字は，ＪＩＳ第１水準及び第２水準

とする。登録内容（人名，法人名等を含む。）においてこれ以外の文

字を使用している場合は，登録可能な他の漢字又はひらがなに置き換

えて登録を行うこと。  

  ウ  シリアル番号  

    行政書士の登録を行った者については，８桁の数字により構成され

るシリアル番号を付する。  

  エ  登録の取消し  

    行政書士の登録は，行政書士の事情により，いつでもその登録を取

り消すことができる。ただし，行政書士法第７条第１項の規定に該当  

することとなった場合は，直ちに登録の取消しをしなければならない｡ 

  オ  変更登録  

    行政書士の登録内容のうち，次に掲げる内容に変更があったときは , 

共同運営電子調達サービスのサイトにアクセスし，所定の手続により

速やかに該当内容の変更を登録しなければならない。  

   (ｱ) 行政書士名  

   (ｲ) 行政書士登録番号  

   (ｳ) 商号又は名称  

   (ｴ) 事務所所在地  

   (ｵ) 電子メールアドレス  

   (ｶ) 電話番号  

 (2) 申請者による代理申請の設定及び解除    

   代理申請を依頼する申請者は，共同運営電子調達サービスのサイトに

アクセスし，所定の手続により代理申請の設定をしなければならない。

代理申請の設定を解除する場合も，また同様とする。  

   なお，行政書士による行政書士登録の取消しがあったときは，当該行

政書士に係る代理申請の設定は解除されるものとする。  



 (3) 行政書士による代理申請   

   行政書士による代理申請について，登録申請の方法にあっては第４の

規定の例に，取消申請及び変更申請に関する手続にあっては第８の規定

の例による。ただし，行政書士が使用する電子証明書は，第１号アの規

定によるものとする。  

第１０   その他  

(1)  競争入札参加資格者名簿の公開  

建設工事等競争入札参加資格者名簿については，共同運営電子調達サ

ービスのサイトにおいて，適用年月日から公開する。  

(2)  申請情報の公表  

各申請者から申請された内容については，その全部又は一部を公表す

ることがある。  

(3) 他の地方公共団体等への情報提供  

各申請者から申請された内容及び審査結果については，契約事務に必

要な範囲で他の地方公共団体等に情報を提供することがある。  

(4)  その他の調布市における建設工事等競争入札参加者の資格に関する取

扱いについては，別に定める。  

 

 

   附  則  

１  この告示は，平成２０年１１月１日から施行する。  

２  平成２４年１０月１７日から平成２６年１月３１日までの間における第

３の規定の適用については，第３第２号イ中「もの」とあるのは，「もの

（建設業法施行規則の一部を改正する省令（平成２４年国土交通省令第  

５２号）による改正前の建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号 ) 

及び平成２０年国土交通省告示第８５号（建設業法第２７条の２３第３項

の経営事項審査の項目及び基準を定める件）の一部を改正する告示（平成

２４年国土交通省告示第５２３号）による改正前の平成２０年国土交通省

告示第８５号により審査された経審の審査結果で，建設業法第２７条の  

２７並びに第２７条の２９第１項及び第３項の規定による通知において



「雇用保険加入の有無」及び「健康保険及び厚生年金保険加入の有無」の

いずれかの項目について「無」とされたものを除く。）」とする。  

 

   附  則（平成２１年３月３１日告示第１４３号）  

 この告示は，平成２１年４月１日から適用する。  

 

   附  則（平成２２年４月３０日告示第１５９号）  

 この告示は，平成２２年５月１日から適用する。  

 

   附  則（平成２２年１１月２６日告示第４６６号）  

 この告示は，平成２２年１２月１日から適用する。  

 

   附  則（平成２４年９月１１日告示第３６４号）  

 この告示は，平成２４年１０月１７日から施行する。ただし，次の各号に

掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。  

 (1) 第４第２号の改正規定及び同号アからエまでを削る改正規定  平成  

２４年１０月１日  

 (2) 第９第１号アの改正規定（「日本商工会議所又は」を削る部分に限る｡) 

 平成２５年１月２４日  

 

附  則（平成２７年３月２３日告示第８０号）  

 この告示は，平成２７年３月２３日から施行する。  

 

附  則（平成２８年３月３１日告示第１５７号）  

 この告示は，平成２８年４月１日から施行する。  

 

附  則（平成２８年６月３０日告示第３０７号）  

 この告示は，平成２８年７月１日から施行する。  

 

附  則（平成３１年３月２９日告示第１２２号）  



 この告示は，平成３１年４月１日から施行する。  

 

附  則（令和元年５月２７日告示第２９号）  

 この告示は，令和元年６月１日から施行する。  

 

附  則（令和３年１１月３０日告示第４６９号）  

 この告示は，令和３年１２月１日から施行する。  

 



別表第１（第２，第３，第６関係）

申請に当たり調布市と
契約する営業所におい
て必要とする建設業許
可の種類等(略号)

申請に当たり必要とする
経審の種類(略号)

０１ 道路舗装工事 ほ 土・ほ 表１

０２ 橋りょう工事 土 土 表２

０３ 河川工事 土 土 表２

０４ 水道施設工事 水 土・水 表２

０５ 下水道施設工事 土・水 土・ほ・水 表２

０６ 一般土木工事 土・と 土・と・ほ・水 表２

０７ 建築工事 建 建 表３

０８ 電気工事 電 電 表４

０９ 給排水衛生工事 管 管 表４

１０ 空調工事 管 管・機 表４

１１ 建築設計 表５

１２ 土木設計 ／ ／ 表５

１３ 設備設計 ／ ／ 表５

１４ 測量 表５

１５ 地質調査 ／ ／ 表５

１６ さく井 井 井 表４

１７ 船舶（※注１） ／ ／ 表２

しゅ 土・しゅ 表２

しゅ 土・しゅ 表２

２１ 潜かん 土 土 表２

２２ 軌道 土・電・鋼 土・電・鋼 表２

２３ シールド工事 土・水 土・水 表２

２４ 推進工事 土・水 土・水 表２

２５ 地下鉄工事 土 土 表２

２７ 造園 園 園 表２

２８ 運動場施設 土・と 土・と 表２

２９ コンクリートプレハブ 建 建 表２

建 建 表２

３１００ 解体工事 建・解 建・解 表2

３１０１ ひき家 建・と 建・と 表2

３２ 消火設備 消 管・機・通・消 表４

３３ 電話・通信 通 通 表４

３４ 拡声装置 通 通 表４

３５ 畳 内 内 表４

３０ 鉄骨プレハブ
※自社で工場を保有していること。

測量法(昭和２４年法律第１８８号)第５５条第１
項の規定に基づく測量業者の登録

１９ しゅんせつ埋立て
※ポンプ船を保有していること。

２０ しゅんせつ
※しゅんせつ船を保有していること。

業種一覧表

業種
番号

業　　　種　　　名

登録申請に必要な条件等

等級算定表
(別表第２)

の
区分

建築士法(昭和２５年法律第２０２号)第２３条第
１項の規定に基づく建築士事務所の登録



申請に当たり調布市と
契約する営業所におい
て必要とする建設業許
可の種類等(略号)

申請に当たり必要とする
経審の種類(略号)

業種一覧表

業種
番号

業　　　種　　　名

登録申請に必要な条件等

等級算定表
(別表第２)

の
区分

３６ 内装仕上 内・具 内・具 表４

３７ 一般塗装 塗 塗 表４

３８ 橋りょう塗装 塗 塗 表４

３９ 防水 左・防 左・防 表４

鋼 鋼 表２

鋼 鋼 表２

土・と 土・と 表２

鋼 鋼 表２

４４ ポンプ据付け 機・井 機・井 表４

４５ 水処理装置 機・水・清 機・水・清 表２

４６ 焼却設備 夕・機・清 夕・機・清 表２

４７ ボイラー 機 機 表４

４８ エレベーター 機 機 表４

４９ 電車線架線 電 電 表４

５０ 地中線 電・通 電・通 表４

５１ 鉄道信号装置 電・機・通 電・機・通 表４

５２ 計装装置 機・通 機・通 表４

５３ 沈砂池・沈殿池機械設備工事 機・水 機・水 表４

５５ 送風機機械設備工事 機 機 表４

５６ ばっ気槽散気設備工事 機・水 機・水 表４

５７ 汚泥脱水設備工事 機・水 機・水 表４

５８ 消化槽機械設備工事 機 機 表４

５９ ガス貯留設備工事 機 機 表４

６０ 公設ます工事 土・と 土・と 表４

６１ 水道管更生工事 管及び水（両方が必要） 管・水 表４

建・と・塗・内 建・と・塗・内

６３ 機械器具設置 機 機 表４

６４ 屋根 屋 屋・防・建 表４

６６ 金網さく と・鋼 と・鋼・建 表４

４３ 水門門扉
※自社で工場を保有していること。

６２ 石綿処理 表４

石綿障害予防規則（平成17年2月24日厚生労働省
令第21号）に定める石綿作業主任者（平成18年３
月31日までに取得した者を含む。）並びに廃棄物
の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第
137号）に定める特別管理産業廃棄物管理責任者
を直接的かつ恒常的に雇用していること。

４１ 鋼けた
※自社で工場を保有していること。

４２ PCけた
※自社で工場を保有していること。

４０ 鉄骨架構
※自社で工場を保有していること。



申請に当たり調布市と
契約する営業所におい
て必要とする建設業許
可の種類等(略号)

申請に当たり必要とする
経審の種類(略号)

業種一覧表

業種
番号

業　　　種　　　名

登録申請に必要な条件等

等級算定表
(別表第２)

の
区分

６７ 板金 板 板・鋼 表４

６８ サッシュ 具 具・建 表４

６９ シャッター 具 具・機・建 表４

７０ 起重機 機 機 表４

７２ 冷凍・冷蔵庫工事 管・機 管・機・絶 表４

７３ グラウト 土・と・防 土・と・防 表２

７４ 道路標識設置 土・と・電・通 土・と・電・塗・機・通 表４

７５ 道路標示塗装 塗 土・と・塗・機 表４

７６ ガードレール 土・と 土・と 表４

７７ モルタル吹付け 土・左・と・防 土・左・と・防 表４

７８ 植生 土・と・園 土・と・園 表４

７９ 運動器具設置 と・機・園 と・機・園 表４

８０ テレビ共聴工事 通 通・電 表４

８１ 防音壁・しゃ音壁 土・建・と 土・建・と 表４

８２ 舞台装置 電・機 電・機・建 表４

８４ と場施設 鋼・機 鋼・機・土 表４

８６ ガソリンスタンド 建・鋼・機 建・鋼・機・土 表２

８７ PCタンク 土・と 土・と 表４

９１ すべり止め舗装 土・ほ 土・ほ・塗 表４

９２ 樹脂塗装 塗・防 塗・防 表４

９３ 陸上信号機 電・機・通 電・機・通 表４

９４ 伸縮継手 土・と・鋼 土・と・鋼・左・塗・機 表４

９５ 鉄鋼加工 鋼 鋼・機・建 表４

９６ ウェルポイント 土・と 土・と 表４

９７ パイプライニング 管 管 表４

９８ 脱硫・脱臭 機・水 機・水 表４

９９（０１） 基準タンク 鋼・機 鋼・機 表４

９９（０２） 安全溝設置 と と 表４

９９（０４） 空気搬送 機 機 表４

９９（０６） 床版補強 土・と・鋼 土・と・鋼 表４

９９（０７） 電源設備 電・通 電・通 表４

９９（０８） 発電設備 電・機 電・機 表４

９９（０９） 電気防食 電・塗 電・塗 表４

９９（１０） 給湯器・浴槽設備工事 管 管 表４

９９（１１） 床仕上 内 内 表４

９９（１２） 放射線防御 内 内 表４

９９（１４） 飛散防止工事 ガ・内 ガ・内 表４



申請に当たり調布市と
契約する営業所におい
て必要とする建設業許
可の種類等(略号)

申請に当たり必要とする
経審の種類(略号)

業種一覧表

業種
番号

業　　　種　　　名

登録申請に必要な条件等

等級算定表
(別表第２)

の
区分

９９（１５） ろ過層処理 ／ ／ 表４

９９（１７） 厨房 管 管 表４

９９（２０） 石工事 石 石 表４

９９（２３） 自動ドア装置 具 具 表４

９９（２４） 強化樹脂板取付 建・と・屋 建・と・屋 表４

９９（２５） 医療ガス配管 管 管 表４

９９（２６） 高圧ガス配管 管 管 表４

９９（３０） 集じん装置 機・清 機・清 表４

９９（３３） タイル工事 タ タ 表４

略号

土

建

左

と

石

屋

電

管

タ

鋼

ほ

しゅ

板

ガ

塗

防

内

機

絶

通

園

井

具

水

消

清

解 解体工事業

造園工事業

さく井工事業

建具工事業

水道施設工事業

消防施設工事業

清掃施設工事業

塗装工事業

防水工事業

内装仕上工事業

機械器具設置工事業

熱絶縁工事業

電気通信工事業

タイル・れんが・ブロック工事業

鋼構造物工事業

ほ装工事業

しゅんせつ工事業

板金工事業

ガラス工事業

左官工事業

とび・土工工事業

石工事業

屋根工事業

電気工事業

管工事業

備考 表の欄内に２以上の建設業の種類が示されている場合は，及びと記載したものを除き，いずれか１種類に
ついて建設業の許可及び経審の総合評定値P点を有していればよいものとする。(注１)船舶については，２０ト
ン以上の船舶の製造及び修繕を指す。

　略号の表記

　上記の表における略号は，建設業法の規定に基づく次の建設業の種類を表したものである。

建　設　業　の　種　類

土木工事業

建築工事業



別表第２（第６関係）

区分 客観点数 客観等級 主観点数 主観等級

９００点以上 Ａ ２億点以上 Ａ

７５０点以上９００点未満 Ｂ ８,０００万点以上２億点未満 Ｂ

６５０点以上７５０点未満 Ｃ ３,０００万点以上８,０００万点未満 Ｃ

６００点以上６５０点未満 Ｄ ７００万点以上３,０００万点未満 Ｄ

６００点未満 Ｅ ７００万点未満 Ｅ

９００点以上 Ａ ３.２億点以上 Ａ

７５０点以上９００点未満 Ｂ １.５億点以上３.２億点未満 Ｂ

６５０点以上７５０点未満 Ｃ ４,０００万点以上１.５億点未満 Ｃ

６００点以上６５０点未満 Ｄ １,０００万点以上４,０００万点未満 Ｄ

６００点未満 Ｅ １,０００万点未満 Ｅ

９００点以上 Ａ ４億点以上 Ａ

７５０点以上９００点未満 Ｂ ２億点以上４億点未満 Ｂ

６５０点以上７５０点未満 Ｃ ６,０００万点以上２億点未満 Ｃ

６００点以上６５０点未満 Ｄ １,６００万点以上６,０００万点未満 Ｄ

６００点未満 Ｅ １,６００万点未満 Ｅ

７５０点以上 Ａ ４,５００万点以上 Ａ

６００点以上７５０点未満 Ｂ １,８００万点以上４,５００万点未満 Ｂ

５００点以上６００点未満 Ｃ ６００万点以上１,８００万点未満 Ｃ

５００点未満 Ｄ ６００万点未満 Ｄ

７２０点以上 Ａ １,０００万点以上 Ａ

５３０点以上７２０点未満 Ｂ ５００万点以上１,０００万点未満 Ｂ

４８０点以上５３０点未満 Ｃ １００万点以上５００万点未満 Ｃ

４８０点未満 Ｄ １００万点未満 Ｄ

表４

表５

備考　表１から表５の各業種への適用については，別表第１を参照のこと。

等級算定

表１

表２

表３



別表第３（第６関係）

発注者区分 該当するもの

都区市町村

・東京都の知事部局，行政委員会，公営企業局，公社，職員共済組合事務局
　及び財団法人東京都福利厚生事業団
・東京都内の区，市，町及び村
・東京都内の区，市，町及び村により構成する一部事務組合

他官公庁
国，地方自治体(上記の都区市町村を除く。)のほか，印紙税法（昭和４２年
法律第２３号）第５条に規定する別表第２に掲げる非課税法人

民間 上記のいずれにも属さないもの

　主観的審査事項において申請する最高完成工事（業務）経歴の発注者については，下
記に該当するものでなければならない。

　発注者の区分



別表第４（第６関係）

工種番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

業種
番号

業     種     名

土

地

造

成

工

事

築

提

工

事

護

岸

工

事

根

固

・

水

制

工

事

床

止

工

事
（

落

差

工

・

帯

工
）

堰

・

水

門

工

事

樋

門

・

樋

管

工

事

伏

せ

越

し

工

事

水

路

・

管

路

工

事

管

渠

推

進

工

事

揚

排

水

機

場

工

事

砂

防

工

事

地

滑

り

防

止

工

事

ニ
ュ

ー

マ

チ
ッ

ク

ケ
ー

ソ

ン

工

事

オ
ー

プ

ン

ケ
ー

ソ

ン

工

事

コ

ン

ク

リ
ー

ト

構

造

物

工

事

ト

ン

ネ

ル

工

事

ダ

ム

工

事

P

C

橋

上

部

工

事

P

C

構

造

物

工

事

農

業

農

村

整

備

工

事

海

岸

構

造

物

工

事

鉄

道

・

軌

道

工

事

発

電

工

事

港

湾

・

空

港

・

海

洋

埋

立

工

事

海

洋

工

事

そ

の

他

ラ

イ

フ

ラ

イ

ン

工

事

産

業

廃

棄

物

工

事

塔

・

タ

ン

ク

・

サ

イ

ロ

工

事

そ

の

他

土

木

一

式

工

事

建

築

一

式

工

事

そ

の

他

建

築

工

事

軟

弱

地

盤

処

理

工

事

軟

弱

地

盤

グ

ラ

ウ

ト

工

事

ボ
ー

リ

ン

グ

グ

ラ

ウ

ト

工

事

土

留

め

・

仮

締

切

工

事

鋼

管

矢

板

基

礎

工

事

既

製

杭

工

事

場

所

打

杭

等

工

事

地

中

連

続

壁

工

事

土

工

事

法

面

工

事

落

石

防

止

工

事

な

だ

れ

防

止

工

事

そ

の

他

の

と

び

・

土

工

・

コ

ン

ク

リ
ー

ト

工

事

構

造

物

撤

去

工

事

道

路

付

属

施

設

工

事

道

路

清

掃

作

業

石

工

事

電

気

工

事

給

排

水

衛

生

設

備

工

事

空

調

設

備

工

事

浄

化

槽

設

備

等

工

事

タ

イ

ル

・

れ

ん

が

・

ブ

ロ
ッ

ク

工

事

鉄

骨

・

鉄

塔

・

鋼

製

煙

突

工

事

鋼

製

橋

脚

工

事

鋼

橋

上

部

工

事

水

門

扉

等

工

事

プ
ー

ル

・

水

槽

・

タ

ン

ク

等

工

事

鉄

筋

工

事

ア

ス

フ
ァ

ル

ト

舗

装

工

事

セ

メ

ン

ト

・

コ

ン

ク

リ
ー

ト

舗

装

工

事

歩

行

者

系

舗

装

工

事

路

盤

路

床

工

事

浚

渫

・

床

掘

工

事

塗

装

工

事

防

水

工

事

機

械

器

具

設

置

工

事

熱

絶

縁

工

事

通

信

工

事

造

園

工

事

さ

く

井

工

事

上

水

・

工

業

用

水

道

工

事

下

水

道

処

理

施

設

工

事

消

防

施

設

工

事

清

掃

施

設

工

事

維

持

修

繕

工

事

01 道路舗装工事 ● ● ● ● ● ● ●

02 橋りょう工事 ● ● ● ●

03 河川工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

04 水道施設工事 ● ● ●

05 下水道施設工事 ● ● ● ● ● ● ● ●

06 一般土木工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

07 建築工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

08 電気工事 ●

09 給排水衛生工事 ● ● ● ● ●

10 空調工事 ● ●

16 さく井 ●

19 しゅんせつ埋立て ● ● ●

20 しゅんせつ ●

21 潜かん ● ● ● ●

22 軌道 ● ●

23 シールド工事 ●

24 推進工事 ●

25 地下鉄工事 ● ●

27 造園 ●

28 運動場施設 ●

29 コンクリートプレハブ ●

30 鉄骨プレハブ ●

3100 解体工事 ● ●

3101 ひき家 ● ●

32 消火設備 ● ● ●

33 電話・通信 ●

34 拡声装置 ● ● ●

35 畳 ●

36 内装仕上 ●

37 一般塗装 ●

38 橋りょう塗装 ●

39 防水 ●

40 鉄骨架構 ● ● ●

41 鋼けた ●

42 ＰＣけた ●

43 水門門扉 ● ● ●

44 ポンプ据付け ● ● ● ● ●

45 水処理装置 ● ● ● ● ● ●

46 焼却設備 ● ●

47 ボイラー ● ● ●

48 エレベーター ●

49 電車線架線 ●

50 地中線 ● ● ●

51 鉄道信号装置 ●

52 計装装置 ● ● ●

53 沈砂池・沈殿池機械設備工事 ● ● ●

55 送風機機械設備工事 ● ●

56 ばっ気槽散気設備工事 ● ●

57 汚泥脱水設備工事 ● ● ●

競争入札参加資格の業種とCORINSの工種の対応表
C　O　R　I　N　S　工　種

建
　
設
　
工
　
事
　
等
　
競
　
争
　
入
　
札
　
参
　
加
　
資
　
格
　
業
　
種



別表第４（第６関係）

工種番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

業種
番号

業     種     名

土

地

造

成

工

事

築

提

工

事

護

岸

工

事

根

固

・

水

制

工

事

床

止

工

事
（

落

差

工

・

帯

工
）

堰

・

水

門

工

事

樋

門

・

樋

管

工

事

伏

せ

越

し

工

事

水

路

・

管

路

工

事

管

渠

推

進

工

事

揚

排

水

機

場

工

事

砂

防

工

事

地

滑

り

防

止

工

事

ニ
ュ

ー

マ

チ
ッ

ク

ケ
ー

ソ

ン

工

事

オ
ー

プ

ン

ケ
ー

ソ

ン

工

事

コ

ン

ク

リ
ー

ト

構

造

物

工

事

ト

ン

ネ

ル

工

事

ダ

ム

工

事

P

C

橋

上

部

工

事

P

C

構

造

物

工

事

農

業

農

村

整

備

工

事

海

岸

構

造

物

工

事

鉄

道

・

軌

道

工

事

発

電

工

事

港

湾

・

空

港

・

海

洋

埋

立

工

事

海

洋

工

事

そ

の

他

ラ

イ

フ

ラ

イ

ン

工

事

産

業

廃

棄

物

工

事

塔

・

タ

ン

ク

・

サ

イ

ロ

工

事

そ

の

他

土

木

一

式

工

事

建

築

一

式

工

事

そ

の

他

建

築

工

事

軟

弱

地

盤

処

理

工

事

軟

弱

地

盤

グ

ラ

ウ

ト

工

事

ボ
ー

リ

ン

グ

グ

ラ

ウ

ト

工

事

土

留

め

・

仮

締

切

工

事

鋼

管

矢

板

基

礎

工

事

既

製

杭

工

事

場

所

打

杭

等

工

事

地

中

連

続

壁

工

事

土

工

事

法

面

工

事

落

石

防

止

工

事

な

だ

れ

防

止

工

事

そ

の

他

の

と

び

・

土

工

・

コ

ン

ク

リ
ー

ト

工

事

構

造

物

撤

去

工

事

道

路

付

属

施

設

工

事

道

路

清

掃

作

業

石

工

事

電

気

工

事

給

排

水

衛

生

設

備

工

事

空

調

設

備

工

事

浄

化

槽

設

備

等

工

事

タ

イ

ル

・

れ

ん

が

・

ブ

ロ
ッ

ク

工

事

鉄

骨

・

鉄

塔

・

鋼

製

煙

突

工

事

鋼

製

橋

脚

工

事

鋼

橋

上

部

工

事

水

門

扉

等

工

事

プ
ー

ル

・

水

槽

・

タ

ン

ク

等

工

事

鉄

筋

工

事

ア

ス

フ
ァ

ル

ト

舗

装

工

事

セ

メ

ン

ト

・

コ

ン

ク

リ
ー

ト

舗

装

工

事

歩

行

者

系

舗

装

工

事

路

盤

路

床

工

事

浚

渫

・

床

掘

工

事

塗

装

工

事

防

水

工

事

機

械

器

具

設

置

工

事

熱

絶

縁

工

事

通

信

工

事

造

園

工

事

さ

く

井

工

事

上

水

・

工

業

用

水

道

工

事

下

水

道

処

理

施

設

工

事

消

防

施

設

工

事

清

掃

施

設

工

事

維

持

修

繕

工

事

競争入札参加資格の業種とCORINSの工種の対応表
C　O　R　I　N　S　工　種

58 消化槽機械設備工事 ● ●

59 ガス貯留設備工事 ● ● ●

60 公設ます工事 ●

61 水道管更生工事 ●

62 石綿処理 ● ●

63 機械器具設置 ● ●

64 屋根 ● ●

66 金網さく ● ●

67 板金 ● ●

68 サッシュ ● ●

69 シャッター ● ●

70 起重機 ●

72 冷凍・冷蔵庫工事 ● ●

73 グラウト ● ● ●

74 道路標識設置 ●

75 道路標示塗装 ●

76 ガードレール ●

77 モルタル吹付け ● ●

78 植生 ●

79 運動器具設置 ●

80 テレビ共聴工事 ●

81 防音壁・しゃ音壁 ● ● ●

82 舞台装置 ● ●

84 と場施設 ●

86 ガソリンスタンド ● ●

87 ＰＣタンク ●

91 すべり止め舗装 ● ● ●

92 樹脂塗装 ●

93 陸上信号機 ●

94 伸縮継手 ●

95 鉄鋼加工 ●

96 ウェルポイント ●

97 パイプライニング ●

98 脱硫・脱臭 ●

99（01)基準タンク ● ●

99（02)安全溝設置 ● ●

99（04)空気搬送 ●

99（06)床版補強 ● ●

99（07)電源設備 ●

99（08)発電設備 ●

99（09)電気防食 ● ● ● ● ● ●

99（10)給湯器・浴槽設備工事 ●

99（11)床仕上 ●

99（12)放射線防御 ●

99（14)飛散防止工事 ● ●

99（17)厨房 ● ●

99（20)石工事 ●

99（23)自動ドア装置 ●

99（24)強化樹脂板取付 ●

99（25)医療ガス配管 ● ● ●

99（26)高圧ガス配管 ● ●

99（30)集じん装置 ●

99（33)タイル工事 ●

建
　
設
　
工
　
事
　
等
　
競
　
争
　
入
　
札
　
参
　
加
　
資
　
格
　
業
　
種

建
　
設
　
工
　
事
　
等
　
競
　
争
　
入
　
札
　
参
　
加
　
資
　
格
　
業
　
種



別表第５（第６関係）

評点Ｘ１ 申請業種別年間平均完成工事高 評点Ｘ１

２２６８ ５億円以上６億円未満 ９０２

２１５６ ４億円以上５億円未満 ８６９

２０５７ ３億円以上４億円未満 ８２８

１９７１ ２億５，０００万円以上３億円未満 ８０４

１８８３ ２億円以上２億５，０００万円未満 ７４６

１７９６ １億５，０００万円以上２億円未満 ７４３

１７２２ １億２，０００万円以上１億５，０００万円未満 ７１８

１９４８ １億円以上１億２，０００万円未満 ６９９

１５７３ ８，０００万円以上１億円未満 ６７７

１５１０ ６，０００万円以上８，０００万円未満 ６５０

１４４９ ５，０００万円以上６，０００万円未満 ６３４

１３８６ ４，０００万円以上５，０００万円未満 ６１５

１３３７ ３，０００万円以上４，０００万円未満 ５９２

１２８７ ２，５００万円以上３，０００万円未満 ５７９

１２３７ ２，０００万円以上２，５００万円未満 ５６３

１１８８ １，５００万円以上２，０００万円未満 ５４４

１１３８ １，２００万円以上１，５００万円未満 ５３０

１１００ １，０００万円以上１，２００万円未満 ５１９

１０６４ ７００万円以上１，０００万円未満 ５０８

１０２７ ４００万円以上７００万円未満 ４９７

９８９ ２００万円以上４００万円未満 ４８６

９５１ １００万円以上２００万円未満 ４７５

９２７ １００万円未満 ４６４

評点Ｘ１算出表

８０億円以上１００億円未満

６０億円以上８０億円未満

５０億円以上６０億円未満

４０億円以上５０億円未満

１２億円以上１５億円未満

１０億円以上１２億円未満

２０億円以上２５億円未満

１２０億円以上１５０億円未満

１００億円以上１２０億円未満

１，０００億円以上

８００億円以上１，０００億円未満

６００億円以上８００億円未満

申請業種別年間平均完成工事高

５００億円以上６００億円未満

４００億円以上５００億円未満

３００億円以上４００億円未満

２５０億円以上３００億円未満

２００億円以上２５０億円未満

１５０億円以上２００億円未満

３０億円以上４０億円未満

２５億円以上３０億円未満

１５億円以上２０億円未満

６億円以上８億円未満

備考　対象事業者方式の組合については，全対象事業者について下記の業種グループに含まれる業種の年間
　平均完成工事高の金額を合計した金額を上記の表に当てはめるものとする（下記業種グループに属さない
  業種は，当該業種の年間平均完成工事高を全対象事業者で合計した額とする。）。

８億円以上１０億円未満



業種グループ

土木

建築

とび・土工・コンクリート

屋根

電気

管

鋼構造物

しゅんせつ

塗装

内装仕上

機械器具設置

電気通信

建具

３５，３６，９９（１１），９９（１２）

４４，４５，４６，４７，４８，５３，５５，５６，５７，５８，５９，６３，
７０，７２，７９，８２，８４，９８，９９（０４），９９（３０）

３３，３４，５２，８０

６８，６９，９９（２３）

業種番号

０１，０２，０３，０４，０５，０６，２１，２２，２３，２４，２５，２８，
４２，６０，７３，７４，７６，７８，８１，８７，９１，９６，９９（０６）

業種グループ表

１９，２０

３７，３８，７５，９２

０７，２９，３０，３１００，３１０１，８６

６２，６６，７７，９９（０２）

６４，９９（２４）

０８，４９，５０，５１，９３，９９（０７），９９（０８），９９（０９）

０９，１０，６１，９７，９９(１０)，９９（１７），９９（２５），９９（２
６）

４０，４１，４３，９４，９５，９９（０１）



別表第６（第６関係）　

自己資本の額(審査対象事業年度分又は審査対象
事業年度分＋前審査対象事業年度分の２年平均)

評点Ｘ２１
自己資本の額(審査対象事業年度分又は審査対象
事業年度分＋前審査対象事業年度分の２年平均)

評点Ｘ２１

３，０００億円以上 ２１１４ ８億円以上１０億円未満 ８９７

２，５００億円以上３，０００億円未満 ２０５１ ６億円以上８億円未満 ８６７

２，０００億円以上２，５００億円未満 １９７８ ５億円以上６億円未満 ８４９

１，５００億円以上２，０００億円未満 １８８７ ４億円以上５億円未満 ８２８

１，２００億円以上１，５００億円未満 １８２１ ３億円以上４億円未満 ８０１

１，０００億円以上１，２００億円未満 １７６８ 2億5,000万円以上3億円未満 ７８６

８００億円以上１，０００億円未満 ２１１４ ２億円以上２億５，０００万円未満 ７６７

６００億円以上８００億円未満 １６３２ １億５，０００万円以上２億円未満 ７４４

５００億円以上６００億円未満 １５８６ １億２，０００万円以上１億５，０００万円未満 ７２８

４００億円以上５００億円未満 １５３３ １億円以上１億２，０００万円未満 ７１５

３００億円以上４００億円未満 １４６７ ８，０００万円以上1億円未満 ６９９

２５０億円以上３００億円未満 １４２８ ６，０００万円以上８，０００万円未満 ６８０

２００億円以上２５０億円未満 １３８１ ５，０００万円以上６，０００万円未満 ６６９

１５０億円以上２００億円未満 １３２４ ４，０００万円以上５，０００万円未満 ６５５

１２０億円以上１５０億円未満 １２８２ ３，０００万円以上４，０００万円未満 ６３９

１００億円以上１２０億円未満 １２４９ ２，５００万円以上３，０００万円未満 ６２９

８０億円以上１００億円未満 １２１０ ２，０００万円以上２，５００万円未満 ６１７

６０億円以上８０億円未満 １１６３ １，５００万円以上２，０００万円未満 ６０３

５０億円以上６０億円未満 １１３４ １，２００万円以上１，５００万円未満 ５９２

４０億円以上５０億円未満 １１００ １，０００万円以上１，２００万円未満 ５８４

３０億円以上４０億円未満 １０５９ ８００万円以上１，０００万円未満 ５７６

２５億円以上３０億円未満 １０３４ ６００万円以上８００万円未満 ５６８

２０億円以上２５億円未満 １００５ ４００万円以上６００万円未満 ５６０

１５億円以上２０億円未満 ９６９ ２００万円以上４００万円未満 ５５２

１２億円以上１５億円未満 ９４２ ２００万円未満 ５４４

１０億円以上１２億円未満 ９２１

備考１　自己資本額は千円単位とし，上記の表に当てはめるものとする。

備考２　会社法(平成１７年法律第８６号)による決算＝自己資本額は，対象事業年度の貸借対照表における純資産合計の
　額をいう。

備考３　商法(明治３２年法律第４８号)による決算＝自己資本額は，法人にあっては対象事業年度の貸借対照表及び利益
　処分における資本金，新株式払込金(又は新株申込証拠金)，法定準備金，任意積立金及び次期繰越利益の額を加えた額
　とし，個人にあっては，期首資本金，事業主借勘定及び事業主利益の額の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額と
　する。

評点Ｘ２１算出表



別表第７（第６関係）

平均利益額 評点Ｘ２２ 平均利益額 評点Ｘ２２

３００億円以上 ２４４７ ２億５，０００万円以上３億円未満 ８２７

２５０億円以上３００億円未満 ２３１３ ２億円以上２億５，０００万円未満 ８０３

２００億円以上２５０億円未満 ２１６２ １億５，０００万円以上２億円未満 ７７６

１５０億円以上２００億円未満 １９８７ １億２，０００万円以上１億５，０００万円未満 ７５６

１２０億円以上１５０億円未満 １８６４ １億円以上１億２，０００万円未満 ７４１

１００億円以上１２０億円未満 １７７１ ８，０００万円以上１億円未満 ７２５

８０億円以上１００億円未満 １６６７ ６，０００万円以上８，０００万円未満 ７０６

６０億円以上８０億円未満 １５４５ ５，０００万円以上６，０００万円未満 ６９４

５０億円以上６０億円未満 １４７５ ４，０００万円以上５，０００万円未満 ６８２

４０億円以上５０億円未満 １３９６ ３，０００万円以上４，０００万円未満 ６６７

３０億円以上４０億円未満 １３０４ ２，５００万円以上３，０００万円未満 ６５９

２５億円以上３０億円未満 １２５０ ２，０００万円以上２，５００万円未満 ６４９

２０億円以上２５億円未満 １１９０ １，５００万円以上２，０００万円未満 ６３８

１５億円以上２０億円未満 １１２０ １，２００万円以上１，５００万円未満 ６３１

１２億円以上１５億円未満 １０７２ １，０００万円以上１，２００万円未満 ６２５

１０億円以上１２億円未満 １０３５ ８００万円以上１，０００万円未満 ６１９

８億円以上１０億円未満 ９９３ ６００万円以上８００万円未満 ６１３

６億円以上８億円未満 ９４５ ４００万円以上６００万円未満 ６０７

５億円以上６億円未満 ９１７ ２００万円以上４００万円未満 ６０１

４億円以上５億円未満 ８８５ ２００万円未満 ５９５

３億円以上４億円未満 ８４８

備考２　利払前税引前償却前利益の平均の額が０円に満たない場合は，０円とみなす。

備考１　平均利益額は，利払前税引前償却前利益(営業利益＋減価償却実施額)の２年平均の額を上記の表に当てはめる。

　評点Ｘ２２算出表



別表第８（第６関係）　

評点Ｘ２算出

　　(Ｘ２１＋Ｘ２２)÷２

　　備考　評点に小数点以下の端数がある場合は，これを切り捨てる。

評点Ｘ２算出表



別表第９（第６関係）

法人税又は所得税の納税額(円) 評点Ｙ

３０億円以上 １，２８５

１億円を超え３０億円未満 １，０１５＋納税額÷１，０００×０．００００５

１億円を超え３０億円未満 １，０１５

１千万円を超え１億円未満 ７４３＋納税額÷１，０００×０．００１６

１千万円を超え１億円未満 ７４３

１００万円を超え１千万円未満 ４７１＋納税額÷１，０００×０．０１６

１００万円 ４７１

１０万円を超え１００万円未満 ２００＋納税額÷１，０００×０．１６

１０万円を超え１００万円未満 ２００

１万円を超え１０万円未満 １２＋納税額÷１，０００×１．１

１万円以下 １２

評点Ｙ算出表



別表第１０（第６関係）

(1)Ｚ１点算出表

技術職員数値 評点Ｚ１ 技術職員数値 評点Ｚ１
１５，５００以上 ２３３５ ３００以上３９０未満 １３８９

１１，９３０以上１５，５００未満 ２２７２ ２３０以上３００未満 １３２６

９，１８０以上１１，９３０未満 ２２０８ １８０以上２３０未満 １２６３

７，０６０以上９，１８０未満 ２１４５ １４０以上１８０未満 １２０１

５，４３０以上７，０６０未満 ２０８２ １１０以上１４０未満 １１３８

４，１８０以上５，４３０未満 ２０１８ ８５以上１１０未満 １０７４

３，２１０以上４，１８０未満 １９５５ ６５以上８５未満 １０１１

２，４７０以上３，２１０未満 １８９２ ５０以上６５未満 ９４８

１，９００以上２，４７０未満 １８３０ ４０以上５０未満 ８８５

１，４６０以上１，９００未満 １７６７ ３０以上４０未満 ８２２

１，１３０以上１，４６０未満 １７０３ ２０以上３０未満 ７６０

８７０以上１，１３０未満 １６４１ １５以上２０未満 ６９７

６７０以上８７０未満 １５７８ １０以上１５未満 ６３５

５１０以上６７０未満 １５１５ ５以上１０未満 ５７２

３９０以上５１０未満 １４５１ ５未満 ５０９

(2)Ｚ２点算出表

申請業種別年間平均元請完成工事高 評点Ｚ２
申請業種別年間平均元請完成工事

高
評点Ｚ２

１，０００億円以上 ２４９１ ５億円以上６億円未満 ９４９

８００億円以上１，０００億円未満 ２３８８ ４億円以上５億円未満 ９１４

６００億円以上８００億円未満 ２２６２ ３億円以上４億円未満 ８７０

５００億円以上６００億円未満 ２１８６ ２億５，０００万円以上３億円未満 ８４４

４００億円以上５００億円未満 ２０９６ ２億円以上２億５，０００万円未満 ８１３

３００億円以上４００億円未満 １９８６ １億５，０００万円以上２億円未満 ７７４

２５０億円以上３００億円未満 １９２０ １億２，０００万円以上１億５，０００万円未満 ７４６

２００億円以上２５０億円未満 １８４２ １億円以上１億２，０００万円未満 ７２４

１５０億円以上２００億円未満 １７４６ ８，０００万円以上１億円未満 ６９９

１２０億円以上１５０億円未満 １６７６ ６，０００万円以上８，０００万円未満 ６６７

１００億円以上１２０億円未満 １６２１ ５，０００万円以上６，０００万円未満 ６４８

８０億円以上１００億円未満 １５５６ ４，０００万円以上５，０００万円未満 ６２５

６０億円以上８０億円未満 １４７６ 3,000万円以上4,000万円未満 ５９８

５０億円以上６０億円未満 １４２８ ２，５００万円以上３，０００万円未満 ５８１

４０億円以上５０億円未満 １３７１ ２，０００万円以上２，５００万円未満 ５６１

３０億円以上４０億円未満 １３０２ １，５００万円以上２，０００万円未満 ５３７

２５億円以上３０億円未満 １２６０ １，２００万円以上１，５００万円未満 ５２０

２０億円以上２５億円未満 １２１１ １，０００円以上１，２００万円未満 ５０６

１５億円以上２０億円未満 １１５０ ７００万円以上１，０００万円未満 ４９２

１２億円以上１５億円未満 １１０６ ４００万円以上７００万円未満 ４７８

１０億円以上１２億円未満 １０７１ ２００万円以上４００万円未満 ４６４

８億円以上１０億円未満 １０３０ １００万円以上２００万円未満 ４５０

６億円以上８億円未満 ９８０ １００万円未満 ４３６

評点Ｚ算出表

備考１ 申請する業種ごとの直前２年又は３年の年間平均元請完成工事高を上記の表に当てはめる。ただし，直前
　２年又は３年の選択は，「Ｘ１」の方法と同一でなければならない。

備考２　経常建設共同企業体及び対象事業者方式の組合については，全構成員又は全対象事業者について下記の業
　種グループに含まれる業種の年間平均元請完成工事高の金額を合計した金額を上記の表に当てはめるものとする
　(下記業種グループに属さない業種は，当該業種の年間平均元請完成工事高を全構成員又は全対象事業者で合計
　した額とする。)。

備考４ １人の職員につき技術職員として申請できるのは２業種までとする。

備考１　技術職員数値＝当該業種に従事する技術職員数。

　　　　ただし，「船舶」及び「ろ過層処理」については，技術職員数値＝技術職員数×５

備考２ １級監理受講者とは，１級技術者であって，かつ，監理技術者資格者証の交付を受けているもの(直前５年
　以内に講習を受講したものに限る)。

備考３ 基幹技能者とは，登録基幹技能者講習を修了したもの。



業　　種　　グ　　ル　　ー　　プ　　表

業種グループ

土木

建築

とび・土工・コンクリート

屋根

電気

管

鋼構造物

しゅんせつ

塗装

内装仕上

機械器具設置

電気通信

建具

(3)評点Z算出

３３，３４，５２，８０

６８，６９，９９（２３）

４０，４１，４３，９４，９５，９９（０１）

１９，２０

３７，３８７，７５，９２

３５，３６，９９（１１），９９（１２）

０７，２９，３０，３１００，３１０１，８６

６２，６６，７７，９９（０２）

６４，９９（２４）

０８，４９，５０，５１，９３，９９（０７），９９（０８），９９（０９）

業　　　　　種　　　　　番　　　　　号

　　(Ｚ１×０．８)＋(Ｚ２×０．２)

　　備考　評点に小数点以下の端数がある場合は，これを切り捨てる。

０９，１０，６１，９７，９９(１０)，９９（１７），９９（２５），
９９（２６）

０１，０２，０３，０４，０５，０６，２１，２２，２３，２４，２
５，２８，４２，６０，７３，７４，７６，７８，８１，８７，９１，
９６，９９（０６）

４４，４５，４６，４７，４８，５３，５５，５６，５７，５８，５
９，６３，７０，７２，７９，８２，８４，９８，９９（０４），９９
（３０）



別表第１１（第６関係）

(1)Ｗ１点数の算出(労働福祉点数)

以下の計算式により算出した数値とする。

１．経審を必要とする業種

Ｗ１＝Ａ１×１５－Ａ２×４０

２．経審を必要としない業種

Ｗ１＝Ａ１×１５－Ａ２×３０

Ａ１は次の③～⑤のうち，加入又は導入されているものの数

Ａ２は次の①～②の加入していないものの数

(2) Ｗ２点算出表(営業年数)

年数 数値 年数 数値 年数 数値 年数 数値 年数 数値

３５以上 ６０ ２９ ４８ ２３ ３６ １７ ２４ １１ １２

３４ ５８ ２８ ４６ ２２ ３４ １６ ２２ １０ １０

３３ ５６ ２７ ４４ ２１ ３２ １５ ２０ ９ ８

３２ ５４ ２６ ４２ ２０ ３０ １４ １８ ８ ６

３１ ５２ ２５ ４０ １９ ２８ １３ １６ ７ ４

３０ ５０ ２４ ３８ １８ ２６ １２ １４ ６ ２

５以下 ０

備考　営業年数は，申請者の創業から審査基準日までの営業年数とする。

　ただし，営業休止期間は営業年数から控除しなければならない。

(3) Ｗ３点算出表(防災活動への貢献の状況) 

(4) Ｗ４点算出表(法令遵守の状況)

営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合 -３０

備考 国，特殊法人等又は地方公共団体との間で災害時の防災活動等について定めた
    防災協定を締結している場合

法令遵守の状況 点数

無 ０

指示をされた場合 -１５

評点Ｗ算出表

① 雇用保険
② 健康保険及び厚生年金保険
③ 退職金一時金制度もしくは企業年金制度(厚生年金基金又は適格退職年金)
④ 法定外労働災害補償制度
⑤ 建設業退職金共済制度

防災協定の締結
の有無

有 無

点数 ２０ ０



(5) Ｗ５点算出表(建設業経理点数)

監査の受審状況点数　＋　公認会計士等数点数

・監査の受審状況点数

・公認会計士等点数

以下の算出式で算出した数値を公認会計士等点数算出テーブルに当てはめて算出する。

算出式：（公認会計士等の数）×１ ＋ （２級登録経理試験合格者数）×０．４

１０点 ８点 ６点 ４点 ２点 ０点

１３.６以
上

１０.８以
上
１３.６未
満

７.２以上
１０.８未
満

５.２以上
７.２未満

２.８以上
５.２未満

２.８未満

８.８以上
６.８以上
８.８未満

４.８以上
６.８未満

２.８以上
４.８未満

１.６以上
２.８未満

１.６未満

４.４以上
３.２以上
４.４未満

２.４以上
３.２未満

１.２以上
２.４未満

０.８以上
１.２未満

０.８未満

２.４以上
１.６以上
２.４未満

１.２以上
１.６未満

０.８以上
１.２未満

０.４以上
０.８未満

０.４未満

１.２以上
０.８以上
１.２未満

０.４以上
０.８未満

－ ０．２ ０

０.４以上 － ０．２ － － ０

(6) Ｗ６点算出表(研究開発点数)

点数 点数

２５ １２

２４ １１

２３ １０

２２ ９

２１ ８

２０ ７

１９ ６

１８ ５

１７ ４

１６ ３

１５ ２

１４ １

１３ ０

１３億円以上１４億円未満 ０.５億円以上１億円未満

１２億円以上１３億円未満 ０.５億円未満

１６億円以上１７億円未満 ３億円以上４億円未満

１５億円以上１６億円未満 ２億円以上３億円未満

１４億円以上１５億円未満 １億円以上２億円未満

１９億円以上２０億円未満 ６億円以上７億円未満

１８億円以上１９億円未満 ５億円以上６億円未満

１７億円以上１８億円未満 ４億円以上５億円未満

５０億円以上７５億円未満 ９億円以上１０億円未満

３０億円以上５０億円未満 ８億円以上９億円未満

２０億円以上３０億円未満 ７億円以上８億円未満

１未満

平均研究開発費 平均研究開発費

１００億円以上 １１億円以上１２億円未満

７５億円以上１００億円未満 １０億円以上１１億円未満

平均完成工事高（億円）

６００以上

１５０以上６００未満

４０以上１５０未満

１０以上４０未満

１以上１０未満

会計参与の設置 １０

自主監査 ２

監査無し ０

監査の受審状況点数 点数

会計監査人の設置 ２０



(7) Ｗ７点算出表(建設機械保有点数)

以下に該当する建設機械１台につき，算出表に当てはめて算出する（最高１５点）。

台数 点数
１ ５

２ ６

３ ７

４ ８

５ ９

６ １０

７ １１

８ １２

９ １２

１０ １３

１１ １３

１２ １４

１３ １４

１４ １５

１５以上 １５

(8) Ｗ８点算出表(国際標準化機構登録点数)

有 無

５点 ０点

５点 ０点

(9) Ｗ９点算出表(若年技術者育成確保状況点数)

該当 非該当

１点 ０点

１点 ０点

国際標準化機構の登録状況

ISO９００１

ISO１４００１

若年技術者の育成及び確保の状況点数

継続雇用（３５歳未満が１５％以上）

新規雇用（３５歳未満新規が１％以上）

モーターグレーダー 自重５トン以上のもの

大型ダンプ車

車両総重量８トン以上又は最大積載量５トン以上のもののう
ち，以下のいずれかに該当するもの
①経営する事業の種類として建設業を届け出ていて，かつ，
事業用を除く表示番号の指定を受けているもの
②表示番号指定申請書（記載事項に変更があった場合におい
ては，申請事項変更届出書）に主として経営する事業の種類
が建設業である旨を記載し，事業用に表示番号の指定を受け
ているもの

移動式クレーン つり上げ荷重３トン以上のもの

ショベル系掘削機
ショベル，バックホウ，ドラグライン，クラムシェル，ク
レーン 又はパイルドライバーのアタッチメントを有するも
の

ブルドーザー 自重が３トン以上のもの

トラクターショベル バケット容量が０.４立方メートル以上のもの

機種名 重量等



(10)評点Ｗ算出 

１．経審を必要とする業種

２．経審を必要としない業種

評点Ｗ＝(Ｗ１＋Ｗ２＋Ｗ３＋Ｗ４)×１０

  評点Ｗ＝(Ｗ１＋Ｗ２＋Ｗ３＋Ｗ４＋Ｗ５＋Ｗ６＋Ｗ７＋Ｗ８＋Ｗ９）×１０×１９０/２００


